
様式第４号（第12条の４第６項関係） 

１年単位の変形労働時間制に関する協定届                       

事 業 の 種 類         事   業   の   名   称 事 業 の 所 在 地  （ 電 話 番 号 ） 常時使用する労働者数 

    人 

該当労働者数         
（満18歳未満の者） 

対 象 期 間 及 び 特 定 期 間                
（ 起   算   日 ）                

対象期間中の各日及び各週の                
労働時間並びに所定休日                

対象期間中の１週間の平均労働時間数 協定の有効期間 

人  
（別紙） 時間 分  

( 人） （  ） 

労働時間が最も長い日の労働時間数 時間 分 労働時間が最も長い週の労働時間数 時間  分 対象期間中の総労働日数  日 

（満 18 歳 未 満 の 者） ( 時間 分） （満 18 歳 未 満 の 者） (  時間  分)   

労働時間が48時間を超える週の最長連続週数 週 対象期間中の最も長い連続労働日数                     日間 

対象期間中の労働時間が48時間を超える週数 週 特定期間中の最も長い連続労働日数                     日間 

 

旧 協 定 の 対 象 期 間                       旧協定の労働時間が最も長い日の労働時間数 時間  分 

旧協定の労働時間が最も長い週の労働時間数                      時間 分 旧協定の対象期間中の総労働日数                     日 

 
協定の成立年月日 年  月  日 

 協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の 
職 名  
氏 名 ◯印 

 協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法 (  ) 
 年  月  日 

使用者 
職 名  

◯印 
     氏 名  
   労働基準監督署長  殿 
  
記載心得 
  １ 法第60条第3項第2号の規定に基づき満18歳未満の者に変形労働時間制を適用する場合には、「該当労働者数」、「労働時間が最も長い日の労働時間数」及び「労 

働時間が最も長い週の労働時間数」の各欄に括弧書きすること。 
  ２ 「対象期間及び特定期間」の欄のうち、対象期間については当該変形労働時間制における時間通算の期間の単位を記入し、その起算日を括弧書きすること。 
  ３ 「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」については、別紙に記載して添付すること。 
  ４ 「旧協定」とは、則第12条の４第3項に規定するものであること。 



１年単位の変形労働時間制に関する協定書 

（対象期間に区分を設けない場合） 

 
（対象者） 
第１条  本協定に定める１年単位の変形労働時間制は、全従業員に適用する。ただし、妊娠中又は産後１

年以内の女子従業員から申出が合った場合は、本協定を適用しない。 
（対象期間） 
第２条  本協定の対象期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までの１年間とする。 
（特定期間） 
第３条  特に業務が繁忙な期間として、平成  年  月  日から平成  年  月  日までを特定

期間とする。 
（労働日、休日） 
第４条  対象期間の労働日、休日は別添カレンダーのとおりとする。 
   ２ 前項において定める労働日は、連続して６日を超えないものとする。 
     ただし、特定期間については、連続労働日数を１０日間とする。 
（法定労働時間、休憩） 
第５条  対象期間中における各日の所定労働時間は   時間   分、始業の時刻は午前  時  分、

終業の時刻は午後  時  分とする。なお、休憩時間は午前  時  分より   分間、午後    
時  分より   分間、午後  時  分より  分間とする。 

（割増賃金） 
第６条  前条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、賃金規則第  条に基づき割増賃金を支

払う。 
（対象期間を通じて雇用されない従業員） 
第７条  対象期間の途中で採用された従業員及び契約期間の満了又は定年等により退職する従業員は、対

象期寒中労働させた期間を平均して１週間の所定労働時間４０時間を超える場合には、その超える
労働時間について、賃金規程第  条の規程に基づく割増賃金を支払う。 

（育児を行う者等に対する配慮） 
第８条  育児を行う者、老人等の介護を行う者、その他特別の配慮を要する従業員については、これらの

ものが育児等に必要な時間を確保できるよう配慮する。 
（有効期間） 
第９条  本協定の有効期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 
 
  平成  年  月  日 
 
 

            使 用 者 職 氏 名                  ○印  

 
 

            労働者代表職氏名                  ○印  

 



(時間外労働・休日労働に関する協定届用)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

休日　　日 休日　　日 休日　　日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31
休日　　日 休日　　日 休日　　日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30 　
休日　　日 休日　　日 休日　　日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 　 29 30 31

　 　
休日　　日 休日　　日 休日　　日

※□印を付けたものが法定休日、○印を付けたものが所定休日である。 365
※１日の労働時間　　　時間　　分　　　＊年間労働日数　　　日　　　＊年間休日日数　　　日
※年間総労働時間　　　時間　　分　　≦　2,085時間

１０月／October １１月／November １２月／December

１月／January ２月／February ３月／March

ＣＡＬＥＮＤＡＲ　　　　２０１４～２０１５

４月／April ５月／May ６月／June

７月／July ８月／August ９月／September



１年単位の変形労働時間制に関する協定届 
様式第４号（第12条の４第６項関係） 

事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 常時使用する労働者数 
貨物自動車運送事業 株式会社  ○○運輸  熊本県○○郡○○町大字○○番地      １８  人 

該当労働者数 
（満18歳未満の者） 

対象期間及び特定期間 
（起算日） 

対象期間中の各日及び各週の労働時間並
びに所定休日 

対象期間中の１週間の平均労働時間数 協定の有効期間 

     １８  人 
（     ０  人） 

平成２４年 ４月 １日から  １年間 
特定期間１０月１日から翌年１２月３１日まで （ 別紙 ） ４０時間００分 

平成２４年４月１日から 
１ 年間 

労働時間が最も長い日の労働時間数 
（満18歳未満の者） 

  １０時間００分 
（   時間  分） 

労働時間が最も長い週の労働時間数 
（満18歳未満の者） 

  ４８時間００分 
（   時間  分） 対象期間中の総労働日数   ２７８ 日 

労働時間が 48 時間を超える週の最長連続週数                 ０週 対 象 期 間 中 の 最 も 長 い 連 続 労 働 日 数            ６ 日間 
対象期間中の労働時間が 48 時間を超える週数                 ０週 特 定 期 間 中 の 最 も 長 い 連 続 労 働 日 数           １０ 日間 

 
旧  協  定  の  対  象  期  間 平成２３年４月１日より １年間 旧協定の労働時間が最も長い労働時間数    １０ 時間 ００ 分 
旧協定の労働時間が最も長い週の労働時間数   ４８ 時間 ００ 分 旧 協 定 の 対 象 期 間 中 の 総 労 働 日 数         ２７８ 日 

 

協定の成立年月日     平成２４年３月１５日 

                                  職名 車両課主任 

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の 

                                  氏名  山  田  太  郎   ○印 

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 投票による選挙  ） 

                                  職名 代表取締役社長 

                       使   用   者 

                                  氏名  熊  本  太  郎   ○印 

提出年月日     平成２４年３月２５日 

               労 働 基 準 監 督 署 長  殿 

記載心得 

   １ 法第 60 条第３項第２号の規定に基づき満 18 歳未満の者に変形労働時間制を適用する場合には、「当該労働者数」、「労働時間が最も長い日の労働時間数」及び「労働時間が最も長い週の

労働時間数」の各欄に括弧書きすること。 

   ２「対象期間及び特定期間」の欄のうち、対象期間については、当該変形労働時間制における時間通算の期間の単位を記入し、その起算日を括弧書きすること。 

   ３「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」については、別紙に記載して添付すること。 

   ４「旧協定」とは、則第12条の４第３項に規定するものであること。 

記 載 例 



記載例 

１年単位の変形労働時間制に関する協定書 

（対象期間に区分を設けない場合） 

 
（対象者） 
第１条  本協定に定める１年単位の変形労働時間制は、全従業員に適用する。ただし、妊娠中又は産後１

年以内の女子従業員から申出が合った場合は、本協定を適用しない。 
（対象期間） 
第２条  本協定の対象期間は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの１年間とする。 
（特定期間） 
第３条  特に業務が繁忙な期間として、平成２４年１０月１日から平成２４年１２月３１日までを特定期

間とする。 
（労働日、休日） 
第４条  対象期間の労働日、休日は別添カレンダーのとおりとする。 
   ２ 前項において定める労働日は、連続して６日を超えないものとする。 
     ただし、特定期間については、連続労働日数を１０日間とする。 
（法定労働時間、休憩） 
第５条  対象期間中における各日の所定労働時間は ７ 時間３０分、始業の時刻は午前８時００分、終

業の時刻は午後５時００分とする。なお、休憩時間は午前１０時００分より １５分間、午後 ０    
時００分より ６０分間、午後 ３時００分より １５分間とする。 

（割増賃金） 
第６条  前条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、賃金規程第  条に基づき割増賃金を支

払う。 
（対象期間を通じて雇用されない従業員） 
第７条  対象期間の途中で採用された従業員及び契約期間の満了又は定年等により退職する従業員は、対

象期寒中労働させた期間を平均して１週間の所定労働時間４０時間を超える場合には、その超える
労働時間について、賃金規程第  条の規程に基づく割増賃金を支払う。 

（育児を行う者等に対する配慮） 
第８条  育児を行う者、老人等の介護を行う者、その他特別の配慮を要する従業員については、これらの

ものが育児等に必要な時間を確保できるよう配慮する。 
（有効期間） 
第９条  本協定の有効期間は、平成２４年４月 １日から平成２５年３月３１日までとする。 
 
  平成２４年３月２５日 
 

            使 用 者 職 氏 名   代表取締役社長  熊 本 太 郎  ○印  

 
 

            労働者代表職氏名   車両課主任    山 田 太 郎  ○印  



(時間外労働・休日労働に関する協定届用)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

１０月／October １１月／November １２月／December

７月／July ８月／August ９月／September

休日7日 休日7日 休日8日

ＣＡＬＥＮＤＡＲ　　　　２０１４～２０１５

４月／April ５月／May ６月／June

休日9日 休日10日 休日7日

、

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30 　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 　 29 30 31

　 　

※□印を付けたものが法定休日、○印を付けたものが所定休日である。 365
※１日の労働時間　7時間30分　　　＊年間労働日数　278日
※年間総労働時間　2,085時間 ≦ 2,085時間

※年間休日日数87日

１月／January ２月／February ３月／March

休日8日 休日5日 休日6日

休日7日 休日8日 休日5日


